
令和５年第１１回定例会会議録要旨 
 

◆ 出席委員   荒木幸一  海老原千浩  山本憲一  陶山光秀  日髙まり子   

 

◆ 欠席委員   なし 

 

◆ 出席職員（事務局）  三好秀敏  佐藤利明  尾上光  川添卓哉  鳥原秀紀 

             森﨑里枝 

 

◆ 会議録署名委員指名  海老原千浩 

 

◆  議  案  議案第４４号「令和６年度国富町立小・中学校入学式について」 

議案第４５号「令和５年度準要保護児童生徒の追加認定について」 

 

◆ 教育長報告要旨（１１月１日～１１月３０日行事結果） 

○１１月７日（火） 郡音楽大会 

   〇１１月１４日（火）中学生講演会 

    講師に河合純一さんにお越しいただきました。 

〇１１月２７日（月）定例教育委員会・総合教育会議 

 

教育長  私からの報告は以上です。ご質問等はございませんか。 

 

教育委員 教育支援委員会では何を決めるのですか。 

 

教育長  来年新一年生の特別支援学級や特別支援学校への進学が適切かどうかを検討する会

です。専門家の判断をもとに通常学級と特別支援学級のどちらに進むべきかを判断し

ています。 

 

教育委員 河合純一先生の中学生講演会に行きたかったのですが、仕事の都合で行けなかった

ので、どのようなお話があったのか教えてください。 

 

教育長  河合さんは１５歳で完全に失明されたのですが、その時に２つの夢があり、ひとつ

は教師になること、もうひとつは水泳で世界一になることだったそうです。この 2つ

の夢を追いかけてきたという話だったのですが、日本で初の盲目で中学校の通常学級

の先生をされました。どのように子どもの認識をしているかというと、生徒の声を１

人１人吹き込んで、まずは声で認識するそうです。盲目なので、子ども達が先生をエ

スコートすることもあり、生徒たちは自然と障害を持った方に対する温かい接し方を

身に付けることができたそうです。河合さんは、８年くらい教員をした後に、早稲田



大学大学院に進学されて、その後、指導主事という立場になられて、今はパラリンピ

ック委員会の委員長をされているそうです。 

 

教育長  他にご質問ありませんか。それでは、議事に移りたいと思います。 

 

議案第４４号「令和６年度国富町立小・中学校入学式について」 

国富町立小・中学校入学式の期日を国富町立学校運営規則第１４条第１項の規定に基づき定

めるものであります。 

（資料に基づき説明）          【原案のとおり決定】 

 

議案第４５号「令和５年度準要保護児童生徒の追加認定について」 

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律に基づき、準要保

護児童生徒を認定するものです。 

（資料に基づき説明）         【審議結果のとおり決定】 

 

教育長  続きまして「その他（１）行事予定について」ご説明をお願いします。 

 

◆その他 

◇行事予定について 各課行事予定表に基づき説明 

 

教育長   ご質問等はありませんか。 

 

教育委員  町の子ども会について、地区の子ども会がどんどん解散している状態で、子ども会

の位置づけはどのようになっていますか。 

 

社会教育課長 各地区の子ども会の活動について、人数が少なくなっていることもあり、活動の

停滞が顕著であります。活動に関わる保険を取り扱っているので、活動での事件事故

等は把握しているのですが、それ以外は子ども会全体の選抜役員による町の子ども

会という位置づけでの対応になっておりまして、個別の活動の状況、活動の活性化に

まで目が届いていないのが現状です。それぞれの地区での考え方のもとで活動され

るべきなので、なかなか教育委員会として入っていけない部分もあります。情報交換

にもなるので、できれば以前のような賑やかな活動になっていくと有難いのですが、

今のところ具体的な動きはとっておりません。 

 

教育委員  加入については自由なのですが、親以外の大人と接する機会はなかなかないと思

うので、そういうことが体験できる良い機会ではあったと思います。子どもの体験の

場が少なくなっていることが残念だと思います。 

 

教育委員 ＮＩＥ研究会の内容を教えていただけますか。 



 

教育長  これは新聞活用の発表会です。八代小が実践校になっています。国富町は宮日新聞の

日も行っているので、とても良いことだと思います。他にご質問ございませんか。それ

では続きまして「その他（２）令和５年度国富町立小・中学校卒業式について」説明を

お願いします。 

 

教育総務課長 国富町立学校管理運営規則第１４条第２項の規定では、小学校は３月２３日以

降に、中学校は３月１６日以降に行うものとして、期日は校長が教育委員会の意見を

聞いて決めるものとなっております。令和５年度については、小学校が３月２５日

（月）、中学校が３月１６日（土）に行いたいと考えております。令和４年度は小学

校が３月２３日（木）、中学校が３月１６日（木）でした。 

 

教育長  土曜日にあるのは珍しいですが、高校の合格発表日との兼ね合いもあるのでしょう

ね。よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。続きまして、「その他（３）令

和４年度学校給食費会計収入支出決算書について」説明をお願いします。 

 

（令和４年度学校給食費会計収入支出決算書を基に説明） 

 

教育長   何かご質問等ございますか。ないようですので、これで定例教育委員会を終わり

ます。 

 

                             （閉会午後３時１０分） 


